
一般社団法人 JBN・全国工務店協会 

事務所等における新型コロナウイルス感染症対応について 

 

１ 従業員の感染予防策の徹底  

(1) 従業員に、次に掲げる自己管理及び速やかな報告を要請する。 

ア 体温の測定と記録 

イ 発熱などの症状がある場合には、所属長への連絡及び自宅待機 

ウ 従業員及び関連事業者（下請け等）の基礎疾患等の把握 

エ  以下のいずれかに該当する場合には、所属長への連絡及び新型コロナウイルス感染症専用

相談窓口(※)への問い合わせ 

(ｱ）体温 37.5 度以上の熱が 4 日以上継続した場合（解熱剤を飲み続けなければならない場合

を含む） 

(ｲ) 強いだるさや息苦しさがある場合 

(ｳ) 基礎疾患（糖尿病、心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患など））がある方、透析を受

けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や 37.5 度以上の発

熱、強いだるさや息苦しさが 2日程度続く場合 

 

※免疫抑制剤は、免疫抑制療法において免疫系の活動を抑制ないし阻害するために用いる薬

剤である。臨床的には以下のような場合に用いられる。  

・移植した臓器や組織（骨髄、心臓、腎臓、肝臓など）に対する拒絶反応の抑制 

・自己免疫疾患やそれによると推定される疾患（関節リウマチ、重症筋無力症、全身性エリ 

テマトーデス、クローン病、潰瘍性大腸炎など）の治療 

・ 自己免疫とは関係ない炎症性の疾患の治療（アレルギー性喘息の長期的抑制など） 

  

オ 新型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等についての所属長への速やかな報告 

 

(2) 事業所内において、次に掲げる感染予防策を徹底する。 

 ア 出勤時、トイレ使用後、製造加工施設・売場等への入場時には手洗い、手指の消毒 

イ 常時不特定多数の者が集合する場所では、できる限りマスクを着用すること。マスクの確保

が困難で着用できない場合には 2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスク

がない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。 

ウ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テー

ブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところ

の拭き取り清掃 

 

２ 患者発生時の患者、濃厚接触者への対応  

(1) 感染者発生の把握、報告及び周知 

ア 感染者が確認された場合には、事業所の所在地を所管する保健所に報告し、対応について指

導を受ける。また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたことを周知するとともに、

１に掲げる感染予防策を改めて周知徹底する。 



(2) 濃厚接触者の確定及び対応 

ア 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に

待機させる。 

 イ 保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、必要に応じ PCR検査（行政検査）の受検ある

いは感染者との最終接触から 14 日間の健康観察を行う必要があることから、保健所の指示に

従う。 

ウ 濃厚接触者と確定された従業員に対し、発熱又は呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈し

た場合には、保健所に連絡して PCR検査（行政検査）を受検するよう促し、速やかにその結果

を報告させる。 

 

「濃厚接触者」とは、「患者(確定)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当するもの 

・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者 

・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者 

・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者 

・ その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離（目安として２メートル）で、必要な感染予防

策なしで、「患者（確定例）」と接触があった者（患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する。） 

＜「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領（暫定版）（国立感染症研究所感染症疫学センタ

ー令和 2年 2月 27日版）」＞ 

 

３ 施設設備等の消毒  

(1) 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域の消毒を行う。 

 

(2) 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染者が勤

務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所（ドアノブ、スイッチ類、手すり等）を中心に、

アルコール（消毒用エタノール（70％））又は次亜塩素酸ナトリウム（0.05％以上）で拭き取り

等を行う。 

 

４ 業務の継続  

(1) 重要業務の継続 

ア 感染者及び濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続が困難な場

合には、重要業務として優先的に継続させる業務を選定し、重要業務を継続するために必要と

なる人員、物的資源（マスク、手袋、消毒液等）等を把握する。 

 

イ 重要業務継続のため、在宅勤務体制・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、重

要業務継続のための業務マニュアルを作成する。 

 

(2) その他必要なことは別途定める。 

 

 

 

 

 



一般社団法人 JBN・全国工務店協会 

建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアル 

 

建設現場等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため、国の「新型コロ 

ナウイルスの感染症対策基本方針」に則った対策を講じるとともに、本マニュアルにより適 

切に対応する。 

 

【フェーズ１】通常時における対応 

【工務店】朝礼時・午後の作業前の KY 活動時等に作業従事者等の健康状態を確認 

→「新型コロナウイルスＱ＆Ａ」Ｑ１により対応（自宅待機し、毎日体温を測定） 

【工務店】アルコール消毒液の設置や定期的な消毒を実施 

【工務店】現場事務所や休憩所等の閉鎖的な空間は、定期的な換気や消毒を実施 

【工務店】「本マニュアル」、「新型コロナウイルスＱ＆Ａ」を現場事務所等に掲示 

【工務店】新規入場者に対しては、「新型コロナウイルスＱ＆Ａ」を説明 

 

 

【フェーズ２】感染が疑われる段階 ※健康状態を確認し、感染が疑われる場合 

【工務店】作業従事者等の健康状態を確認 

→「新型コロナウイルスＱ＆Ａ」Ｑ２、３により対応 

【工務店】PCR 検査が実施される場合は、施工計画書等の緊急連絡表に基づき施主等に連絡 

【工務店】PCR 検査が実施される場合は、事故報告と同様に本庁関係課へ連絡 

 

 

【フェーズ３】感染が判明した段階 

【工務店・施主等】保健所等の指導に従い、感染拡大防止に向けた適切な措置を実施 

感染者本人や本人と濃厚接触をした疑いのある者の自宅待機 

【工務店】施工計画書等の緊急連絡表に基づき発注機関に連絡 

【工務店】事故報告と同様に本庁関係課へ連絡 

・感染した作業従事者や濃厚接触者等が現場作業に従事できなくなることに伴い、工務店

は必要に応じて、工事等の一時中止や工期の見直し等に係る協議を施主等に申し出るこ

とが可能です。 

 

■報告体制の構築 

・作業従事者等の新型コロナウイルス感染が判明した場合の連絡体制を構築 

 

 

 

 

 

 



 

■新型コロナウイルスに関する電話相談窓口 

 

◇新型コロナウイルス感染症にかかったかも？と思ったら、各都道府県が開設している 

「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談しましょう。 

• 同センターでは新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談を受け付けています。 

• 相談内容から同感染症の疑いがあると判断した場合、その方への適切な診察を行う「帰国者・接

触者外来」への受診調整を行っています。 

 

• 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談を行いたい場合は都道府県等が開設している

「新型コロナウイルス一般電話相談窓口」へお問い合わせ下さい。 

• 各都道府県が公表している帰国者・接触者相談センター、一般電話相談窓口のまとめページ(①)  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyoku

sya.html 

 

◇厚生労働省が開設した電話相談窓口 

電話番号０１２０－５６５６５３ （フリーダイヤル） 

受付時間９：００から２１：００ （土日・祝日も実施） 

 

◇厚生労働省による新型コロナウイルス感染症情報の LINE 公式アカウント 

友達追加はこちらから(②） https://lin.ee/qZZIxWA 

①      ②  




